
平
成
三
十
年
二
月
十
四
日
提
出

質

問

第

七

六

号

Ｎ
Ｐ
Ｒ
で
い
う
核
爆
弾
搭
載
可
能
な
Ｂ－

五
二
Ｈ
と
航
空
自
衛
隊
機
と
の
共
同
訓
練
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

逢

坂

誠

二

76



Ｎ
Ｐ
Ｒ
で
い
う
核
爆
弾
搭
載
可
能
な
Ｂ－

五
二
Ｈ
と
航
空
自
衛
隊
機
と
の
共
同
訓
練
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
三
十
年
二
月
五
日
、
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
、
ア
メ
リ
カ
の
「
核
態
勢
の
見
直
し
」
（
「
Ｎ
Ｐ
Ｒ
」
と
い
う
。
）
に
関

し
て
、
「
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
、
そ
れ
を
取
り
上
げ
て
、
核
の
抑
止
力
、
こ
れ
が
日
本
に
と
っ
て
も
必
要
な
ん
だ
と
い
う

こ
と
、
そ
れ
は
い
ろ
い
ろ
な
御
意
見
が
あ
る
か
ら
私
は
述
べ
て
い
い
」
と
し
た
上
で
「
だ
が
し
か
し
、
こ
う
や
っ
て
、
間
髪
入

れ
ず
、
高
く
評
価
を
す
る
な
ど
と
い
う
コ
メ
ン
ト
を
出
す
こ
と
、
こ
う
い
う
こ
と
に
ど
ん
ど
ん
ど
ん
ど
ん
乗
っ
て
い
く
こ
と

は
、
私
、
安
全
保
障
の
ジ
レ
ン
マ
に
陥
る
そ
の
入
り
口
に
立
っ
て
い
る
」
の
で
は
な
い
か
と
い
う
逢
坂
誠
二
の
問
い
に
対
し

て
、
河
野
外
務
大
臣
は
、
「
今
回
の
ア
メ
リ
カ
の
Ｎ
Ｐ
Ｒ
の
よ
う
に
、
き
ち
ん
と
同
盟
国
に
対
し
て
核
の
抑
止
力
を
明
確
に
コ

ミ
ッ
ト
し
て
い
る
、
こ
れ
を
高
く
評
価
し
な
い
理
由
は
な
い
」
と
答
弁
を
行
っ
た
。

Ｎ
Ｐ
Ｒ
で
は
「
現
在
の
戦
略
核
の
三
本
柱
は
主
に
一
九
八
〇
年
代
か
そ
れ
以
前
に
配
備
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
潜
水
艦
発
射
弾

道
ミ
サ
イ
ル
（
Ｓ
Ｌ
Ｂ
Ｍ
）
を
装
備
し
た
潜
水
艦
（
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｎ
）
、
陸
上
配
備
型
大
陸
間
弾
道
ミ
サ
イ
ル
（
Ｉ
Ｃ
Ｂ
Ｍ
）
、
無

誘
導
爆
弾
お
よ
び
空
中
発
射
式
巡
航
ミ
サ
イ
ル
（
Ａ
Ｌ
Ｃ
Ｍ
）
を
運
搬
す
る
戦
略
爆
撃
機
か
ら
構
成
さ
れ
る
」
と
し
た
上
で
、

「
爆
撃
機
の
柱
は
四
十
六
機
の
核
爆
弾
搭
載
可
能
な
Ｂ－

五
二
Ｈ
お
よ
び
二
十
機
の
核
爆
弾
搭
載
可
能
な
Ｂ－

二
Ａ
〝
ス
テ
ル

ス
〞
戦
略
爆
撃
機
か
ら
成
っ
て
い
る
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
Ｎ
Ｐ
Ｒ
で
は
、
Ｂ－

五
二
Ｈ
が
明
確
に
核
攻
撃
の
た

一



め
の
戦
略
爆
撃
機
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
「
米
国
は
、
米
国
、
同
盟
国
、
パ
ー
ト
ナ
ー
国
の
重
要
な
利
益
を
守
る

た
め
に
極
端
な
状
況
に
お
い
て
の
み
核
兵
器
の
使
用
を
考
慮
す
る
」
と
明
示
さ
れ
て
い
る
。

防
衛
省
は
、
平
成
三
十
年
一
月
二
十
九
日
、
航
空
自
衛
隊
の
Ｆ
一
五
が
、
平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
二
日
に
、
米
軍
の
Ｂ－

五
二
Ｈ
と
共
同
訓
練
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
米
軍
機
と
の
共
同
訓
練
は
平
成
二
十
九
年
四
月
以
後
、
十
数
回

繰
り
返
さ
れ
て
お
り
、
Ｂ－

五
二
Ｈ
と
航
空
自
衛
隊
と
の
訓
練
は
そ
の
一
部
で
あ
る
と
考
え
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

Ｎ
Ｐ
Ｒ
で
は
、
「
爆
撃
機
の
柱
は
四
十
六
機
の
核
爆
弾
搭
載
可
能
な
Ｂ－

五
二
Ｈ
」
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
ア
メ
リ

カ
の
核
戦
略
の
三
本
柱
の
一
つ
を
構
成
し
て
い
る
。
航
空
自
衛
隊
の
Ｆ
一
五
と
米
軍
の
Ｂ－

五
二
Ｈ
の
共
同
訓
練
は
、
Ｎ
Ｐ

Ｒ
で
い
う
と
こ
ろ
の
、
米
国
、
同
盟
国
な
ど
に
核
抑
止
力
を
提
供
す
る
た
め
の
訓
練
で
あ
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
な
い
の
で
は

な
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

二

米
軍
の
Ｂ－

五
二
Ｈ
は
米
軍
の
グ
ア
ム
基
地
か
ら
飛
来
し
、
こ
れ
に
航
空
自
衛
隊
の
小
松
基
地
所
属
の
Ｆ
一
五
が
合
流
し

訓
練
を
行
っ
た
と
承
知
し
て
い
る
。
防
衛
省
関
係
者
が
こ
の
訓
練
を
公
表
し
た
当
時
、
平
成
二
十
九
年
十
一
月
十
九
日
の
報

道
で
は
、
「
日
本
政
府
は
「
非
核
三
原
則
」
を
踏
ま
え
、
訓
練
前
に
核
を
搭
載
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
」
と
さ
れ
て
い
る

二



が
、
有
事
に
も
核
兵
器
が
搭
載
さ
れ
る
か
否
か
は
別
で
あ
り
、
む
し
ろ
グ
ア
ム
か
ら
日
本
海
側
空
域
ま
で
通
常
兵
器
の
み
を

Ｂ－
五
二
Ｈ
で
運
搬
す
る
こ
と
は
軍
事
的
合
理
性
に
欠
け
る
。
有
事
に
は
、
Ｂ－

五
二
Ｈ
に
よ
る
核
弾
頭
の
運
搬
が
想
定
さ

れ
る
。
政
府
は
、
当
該
訓
練
の
み
な
ら
ず
、
い
か
な
る
状
態
に
お
い
て
も
、
米
軍
の
戦
略
爆
撃
機
を
航
空
自
衛
隊
の
戦
闘
機

が
航
空
支
援
す
る
場
合
に
は
、
非
核
三
原
則
を
踏
ま
え
、
核
兵
器
の
搭
載
を
さ
せ
な
い
こ
と
を
合
意
し
て
い
る
の
か
。
政
府

の
見
解
如
何
。

三

国
際
社
会
に
ア
メ
リ
カ
の
核
戦
略
の
三
本
柱
の
一
つ
で
あ
る
と
認
知
さ
れ
て
い
る
戦
略
爆
撃
機
Ｂ－

五
二
Ｈ
と
、
航
空
自

衛
隊
の
Ｆ
一
五
が
共
同
訓
練
を
行
う
こ
と
は
、
日
本
の
非
核
三
原
則
の
運
用
を
骨
抜
き
に
し
、
現
実
に
日
本
の
自
衛
隊
が
ア

メ
リ
カ
の
核
戦
略
の
一
翼
を
担
う
も
の
で
あ
り
、
加
え
て
、
河
野
外
務
大
臣
の
「
今
回
の
ア
メ
リ
カ
の
Ｎ
Ｐ
Ｒ
の
よ
う
に
、

き
ち
ん
と
同
盟
国
に
対
し
て
核
の
抑
止
力
を
明
確
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
、
こ
れ
を
高
く
評
価
し
な
い
理
由
は
な
い
」
と
の

見
解
が
示
さ
れ
る
こ
と
で
、
国
際
社
会
は
、
日
本
の
非
核
三
原
則
は
事
実
上
崩
壊
し
て
い
る
と
受
け
止
め
る
の
で
は
な
い

か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

四

「
核
爆
弾
搭
載
の
Ｂ
��
米
戦
略
爆
撃
機
に
対
す
る
航
空
交
通
管
制
の
便
宜
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
（
第
百
一
回
国
会
質

問
第
四
五
号
）
で
は
、
「
グ
ア
ム
の
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
基
地
を
発
進
し
た
核
爆
弾
搭
載
可
能
の
Ｂ
��－

Ｇ
米
戦
略
爆
撃
機
が
日

三



本
の
上
空
、
そ
の
周
辺
を
通
過
す
る
際
に
、
運
輸
省
（
那
覇
航
空
交
通
管
制
部
等
）
は
、
同
機
の
作
戦
行
動
を
支
障
な
く
遂

行
さ
せ
る
た
め
に
、
そ
の
都
度
民
間
機
を
排
除
し
て
特
別
の
航
空
路
（
ア
ル
ト
ラ
ブ＝

高
度
の
留
保
）
を
設
定
す
る
措
置
を

と
つ
て
い
る
」
「
日
本
有
事
で
は
な
く
極
東
有
事
の
場
合
に
、
核
爆
弾
を
搭
載
し
核
攻
撃
に
向
か
う
Ｂ
��
が
日
本
の
管
轄
す

る
飛
行
情
報
区
（
Ｆ
Ｉ
Ｒ
）
を
通
過
す
る
時
に
、
日
本
政
府
が
管
制
上
の
便
宜
を
与
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
の
か
と
の
質
問

を
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
安
倍
外
務
大
臣
は
「
日
米
安
保
条
約
の
枠
内
に
お
い
て
日
本
が
便
宜
供
与
を
や
る
と
い
う
こ
と

は
あ
り
得
る
。
」
と
、
こ
れ
を
容
認
す
る
姿
勢
を
示
し
た
」
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
現
時
点
で
も
、
こ
れ
に
対
す
る
答
弁

書
で
い
う
、
「
航
空
交
通
管
制
上
、
米
軍
機
に
対
し
、
空
域
の
一
時
的
留
保
を
認
め
る
こ
と
は
、
日
米
地
位
協
定
第
六
条
に

基
づ
く
昭
和
五
十
年
五
月
の
航
空
交
通
管
制
に
関
す
る
合
同
委
員
会
合
意
に
よ
る
も
の
で
あ
る
」
文
書
は
外
務
省
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
上
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
現
時
点
で
も
、
日
米
地
位
協
定
第
六
条
に
基
づ
く
昭
和
五
十
年
五
月
の
航
空
交
通
管
制
に

関
す
る
合
同
委
員
会
合
意
は
効
力
を
持
ち
、
「
航
空
交
通
管
制
上
、
米
軍
機
に
対
し
、
空
域
の
一
時
的
留
保
を
認
め
る
こ

と
」
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。

五

四
に
関
連
し
て
、
「
航
空
交
通
管
制
上
、
米
軍
機
に
対
し
、
空
域
の
一
時
的
留
保
を
認
め
る
こ
と
」
は
、
航
空
自
衛
隊
の

Ｆ
一
五
が
、
平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
二
日
に
、
米
軍
の
Ｂ－

五
二
Ｈ
と
共
同
訓
練
を
行
っ
た
時
に
も
認
め
ら
れ
た
の
か
。

四



政
府
の
見
解
如
何
。

六

有
事
に
、
核
弾
頭
を
搭
載
し
た
米
軍
の
戦
略
爆
撃
機
Ｂ－

五
二
Ｈ
に
関
し
、
日
本
政
府
が
管
制
上
の
便
宜
を
米
軍
に
与
え

る
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
の
行
政
権
の
一
部
を
米
軍
に
一
時
的
に
委
譲
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
Ｂ－

五
二
Ｈ
に
よ
る

核
攻
撃
を
日
本
政
府
が
具
体
的
に
支
援
す
る
も
の
で
、
非
核
三
原
則
に
抵
触
す
る
の
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

五


